
共同利用工場入所希望者　様

１　募集する共同利用工場作業室
　　　所在地　青梅市今井３－４－１５
①１３号室

面　積　９９．０㎡（約３０坪）

　　　　使用料　月額　１１７，０００円

　　　②２号室
面　積　１４８．５㎡（約４５坪）

　　　　使用料　月額　１７５，５００円

２　申込者の資格

　　申込みの時点において、移転しようとする工場を市内で１年以上操業している中小企業基本法に定める中小企業者で、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に定める工場を営む会社または個人

３　受付場所

　　青梅市環境経済部商工観光課商工労政係（青梅市役所３階）

　　電話番号　０４２８－２２－１１１１（内線２３４１）
　　ＦＡＸ　　０４２８－２１－０５４２

４　申込添付書類

(1) 事業説明書

ア　事業内容

イ　事業経過

ウ　従業員数（正規、パート、男女別）

エ　主な取引先

オ　その他

(2) 設備計画書（主な機械設備等）

(3) 市税納税証明書

(4) 決算書（写）　直近２期分

(5) 工場認可書（写）

(6) 法人の場合は法人登記済証、個人の場合は住民票
市営工場使用者の費用負担に関する基準

　（通　則）

　青梅市営共同利用工場条例１５条の規定にもとづく使用者の費用負担は、この基準の定めるところによる。

　（費用負担）

　使用者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

１　専用の部分の修繕に要する費用

　(1)　建具（シャッター、ガラス戸、板戸、出入口戸等）の補修および付属設備（錠前、ブザー、郵便受、ドアチェーン等）

　(2)　壁の汚損か所の塗り替え、電球の取り替え

　(3)　屋内給水管の修理費用、給水栓、パッキング類の取り替え

　(4)　洗浄弁、洗浄装置のパッキング類、ハンドル等の部分的取り替え、便器の取り替え

　(5)　屋内外配水管の修理および清掃費用

　(6)　土間コンクリートの小補修

　(7)　流し台、洗面台等の部分的補修

２　共同施設の使用および維持管理に要する市長の指定する費用

　(1)　敷地内の排水管、側溝、集水等の清掃に要する費用

　(2)　その他共同施設の軽易な維持管理に要する費用

３　その他市長の指定する経費

以　上

青梅市営共同利用工場使用の入所のしおり

青梅市役所環境経済部商工観光課

１　入所の許可と手続きについて

　　作業室のカギは入所許可書と同時にお渡しします。機械の搬入、造作物の設置等の着手の前日に手続きをして下さい。

　　入所許可にあたっては、連帯保証人２人の連署する請書と、使用料３か月分の保証金の納付が必要となります。

２　使用料について

　　使用料は月額で条例で定める額です。入所等の際、使用が１月に満たない場合日割計算となります。使用料の納付は毎月末日までに納付してください。納期限を過ぎますと延滞金が徴収されます。

３　水道の使用について

　(1)　水道の使用をする場合には市役所上水業務課に使用開始の申し出をしてください。

　(2)　各作業室の水道蛇口は作業室内のほか、表に散水栓が１個ついております。蛇口の修理の場合メーターボックスの中に止水栓がついておりますのでこれを使用してください。

　(3)　水道使用料金は個人負担です。

４　電気の使用について

　(1)　電気の契約については、原則各作業室布設済みの電灯、動力幹線の範囲内、最大４９キロワットで、必要量を東京電力に申請してください。

　(2)　動力配線、電灯配線、溶接器用配線にかかる諸費用および各作業室の電気料金については個人負担です。

５　ガスの使用について

　(1)　ガスについては、プロパンガスを使用するよう配管がされておりますが、使用前には管内の空気抜きをしてから使用してください。ボンベ置き場は作業室裏にセットしてあります。

　(2)　ガスの使用については、必要な方が各々ガス業者に依頼していただくこととなります。

　(3)　ガス料金は個人負担です。

６　排水について

　(1)　トイレは水洗式です。水洗用の用紙を使用してください。新聞、布、ゴム製品等を流すと配管がつまり使用できなくなり他の皆さんにも迷惑をかけます。修理の費用は使用者の負担となります。

　(2)　排水管に油を流さないようにしてください。配管のつまりの原因ともなります。西棟北側のオイルトラップの管理清掃は使用者が共同で行ってください。

７　増改築等の許可について

　　作業室内の増改築、造作物設置等する場合には申請し、許可を受けてください。

８　作業室内の居住について

　　市営工場は工場作業として専用するもので、最低限の警備等を目的とした宿直は別として、居住を目的とする使用はできません。

９　ごみ・危険物について

　　ごみ、危険物の処分については、各自の責任で行ってください。

10　材料、切子等の処理について

　　材料、切子等については、作業室内に置くようにしてください。

11　電話線の引込みについて

　　電話線の引込みについては、各使用者が東日本電信電話株式会社に申請をしてください。引込みは各使用者の利用しやすい場所で既設の施設等の障害とならない場所に引込口を設置してください。

12　構内への自動車駐車について

　　構内には自動車の駐車場は特にありません。周辺の駐車場を借りて駐車するようにしてください。

13　費用の負担について

　　費用の負担については、「市営工場使用者の費用負担に関する基準」により負担していただきます。

14　返還について

作業室の返還については、返還しようとする日の３か月前までに連絡ください。

15　その他

　　その他市営工場の使用については、青梅市営共同利用工場条例および同条例施行規則によるほか、市の指導にそった使用をしてください。

様式第１号（第３条関係）

市　営　工　場　使　用　申　込　書

平成　　年　　月　　日

青　梅　市　長　殿

申込人　住　　所

事業所名

代表者名　　　　　　　　　　　㊞

電話番号

下記のとおり市営工場の使用を申し込みます。

記

１　使用場所

	作　業　室
	１３号室

	そ　の　他

（　　　　）
	


２　作業室で行う事業内容

３　添付書類　事業説明書、設計計画書、その他（　　　　　　　　　　　）

	特記

事項
	
	受付

年月

日※
	平成　　年　　月　　日


	受　付
	審　査
	係　長
	課　長

	
	
	
	


	工場移転の理由（具体的に記入してください。）

	

	現在地の状況
	所有状況
	面　　積
	契約電力

	
	 eq \o\ad(自己所有,　　　　　)
賃　貸　借

そ　の　他

（　　　　　　）
	㎡
	kW

	

	審査欄※


別紙

事業説明書

１　事業内容
２　事業経過
３　従業員数
正　規　　　　　　　人

パート　　　　　　　人

４　主な取引先

名　称

所在地

名　称

所在地

名　称

所在地

名　称

所在地


